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第７次鳥栖市総合計画後期基本計画（案） 
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１．基本計画の位置付け 

  基本計画とは、基本構想に位置付ける将来都市像や基本目標を実現するために、各種施策を

体系化し具体的に示したものです。基本計画では、６つの基本目標毎に施策の方向性や主な取

組等を示すとともに、基本目標を推進するにあたっての考え方を示しています。 
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２．基本計画の体系 
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基本目標 施策 

1.自然との共生を図り、未来へ 

つなぐまち 

1.自然環境保全と循環型社会の推進 

2.集い、交流する緑の空間の創出 

3.魅力ある歴史的資源を保存・活用・継承 

2.快適な生活を支えるまち 

1.都市と自然が調和した計画的な土地利用の推進 

2.魅力ある賑わい拠点の形成 

3.社会基盤施設の整備と安定的な維持管理 

4.快適に通行できる幹線道路の整備 

5.分かりやすく、利用しやすい、地域に愛される公共交通の実現 

3.安全で安心して暮らせるまち 

1.市民の大切な生命と財産の保全 

2.暮らしの安全と安心の確保 

3.快適な住環境の提供 

4.誰もがいきいきと暮らせるま

ち 

1.心身ともに健やかであるための健康づくり 

2.安心して医療が受けられる体制づくり 

3.認め合い、支え合う高齢者・障害者福祉の推進 

4.つながり、支え合う地域福祉の推進 

5.安心と自立を支える社会保障の推進 

6.自己実現の喜びにつながる生涯学習の推進 

7.人権が尊重される社会の実現 

8.男女共同参画社会の実現 

9.多文化共生社会の実現 

5.子どもが心豊かに育つまち 

1.子どもを安心して産み、育てられる環境づくり 

2.未来を創る子どもを育む教育の推進 

3.安全で安心して学べる教育環境づくり 

4.青少年の心豊かな育みの推進 

6.活力と賑わいにあふれるまち 

1.農林業の振興 

2.商工業の振興 

3.観光の振興 

4.スポーツの振興 

5.文化芸術の振興 

基本目標を推進するにあたっての考え方 

〇協働のまちづくり 〇効果的・効率的な行政運営の推進 〇持続可能な財政運営の推進 

土地利用計画 
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３．３つの“鳥栖スタイル”に沿った施策 

将来都市像「住みたいまち、活躍できるまち、選ばれるまち 鳥栖 －“鳥栖スタイルの深化”

－」の実現に向けて、基本構想に位置付ける３つの“鳥栖スタイル”の方向性に沿った施策に取

り組んでいきます。 

①住み良さを実感し、誇りにできるまち  

基本目標 施策 

１．自然との共生を図り、未来へつ

なぐまち 

１．自然環境保全と循環型社会の推進 

２．集い、交流する緑の空間の創出 

３．魅力ある歴史的資源を保存・活用・継承 

２．快適な生活を支えるまち 

１．都市と自然が調和した計画的な土地利用の推進 

２．魅力ある賑わい拠点の形成 

３．社会基盤施設の整備と安定的な維持管理 

４．快適に通行できる幹線道路の整備 

５．分かりやすく、利用しやすい、地域に愛される公共交通の実現 

３．安全で安心して暮らせるまち 

１．市民の大切な生命と財産の保全 

２．暮らしの安全と安心の確保 

３．快適な住環境の提供 

４．誰もがいきいきと暮らせるまち 

２．安心して医療が受けられる体制づくり 

６．自己実現の喜びにつながる生涯学習の推進 

７．人権が尊重される社会の実現 

８．男女共同参画社会の実現 

９．多文化共生社会の実現 

５．子どもが心豊かに育つまち 

１．子どもを安心して産み、育てられる環境づくり 

２．未来を創る子どもを育む教育の推進 

３．安全で安心して学べる教育環境づくり 

４．青少年の心豊かな育みの推進 

②市民がつながり、活躍できるまち  

基本目標 施策 

４．誰もがいきいきと暮らせるまち 

１．心身ともに健やかであるための健康づくり 
３．認め合い、支え合う高齢者・障害者福祉の推進 

４．つながり、支え合う地域福祉の推進 

５．安心と自立を支える社会保障の推進 

６．自己実現の喜びにつながる生涯学習の推進 
７．人権が尊重される社会の実現 
８．男女共同参画社会の実現 
９．多文化共生社会の実現 

③九州を繋ぎ、リードするまち  

基本目標 施策 

２．快適な生活を支えるまち ２．魅力ある賑わい拠点の形成 
４．快適に通行できる幹線道路の整備 

６．活力と賑わいにあふれるまち 

１．農林業の振興 

２．商工業の振興 

３．観光の振興 

４．スポーツの振興 

５．文化芸術の振興 
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４．基本目標を実現するための施策 

基本目標１ 自然との共生を図り、未来へつなぐまち 

 

施  策１ 自然環境保全と循環型社会の推進 

豊かな水と緑あふれる自然環境、快適で住みよい生活環境、地球環境を守り育てることで子

どもたちへ引き継ぎます。また、３R（減らす、繰り返し使う、再資源化する）を実践し、限ら

れた資源を有効利用することで、循環型社会の構築を目指します。 

 

現状と課題 

・市内全小学校や各町区における環境教育・環境講座やまちづくり推進協議会と連携した定期

的な環境美化活動に取り組んでいます。今後は、近年増加している外国人住民をはじめ、こ

れまでアプローチできていない層が身近な自然・環境への関心を持てるよう、裾野を広げる

ための取組を行っていく必要があります。 

・近年、全国各地で発生している台風や大雨等による自然災害は、地球温暖化に伴う気候変動

による影響と考えられています。このため、地球温暖化の原因とされる温室効果ガスである

二酸化炭素などの排出量を抑制する取組を進めていく必要があります。 

・プラスチック製買物袋の有料化など日常生活への影響もあり、環境への関心が高まっている

一方で、市内の資源回収推進団体や町区での資源物コンテナ分別収集による資源物の回収量

は減少し、リサイクル率は低迷しています。資源物の使用量減少が一因として考えられます

が、要因を分析し、取り組み内容の改善・適切な評価をしていく必要があります。 

・高齢や障害などによりごみ集積所までのごみ出しが困難な高齢者等に対してのごみ出しの方

法についても考えていく必要があります。 

・ゼロカーボンの実現に向け、ソフトの啓発事業を中心に進めてきた取組をさらにステージア

ップさせるため、更なる省エネルギー対策や再生可能エネルギー導入などを行う必要があり

ます。 

・環境問題は日常生活や事業活動に起因するものが多く、市民一人ひとりの環境問題への意識

醸成とともに、循環型社会への対応に取り組んでいく必要があります。 
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主な取組 内容 

自然・環境保全活動の推進 市民や事業者が自然・環境について学ぶとともに、自然と

触れ合う機会の創出に取り組みます。また、市民等との連

携による環境保全や環境美化の活動に取り組みます。 

地球温暖化対策の推進 地球温暖化の原因とされる温室効果ガスを抑制するため

の対策に取り組みます。 

ごみ減量とリサイクルの推進 ごみの減量化や、資源物の分別収集によるリサイクルに

取り組みます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

市民１人あたりの CO２排出量 7.9ｔ/年 6.3ｔ/年 

市民 1 人 1 日当たりの家庭系ごみ

排出量 
539g 496g 

リサイクル率15 23.3％ 25.0％ 

ゼロカーボンに関する啓発実施回

数 
7 件/年 40 件（５年間累計） 

 

  

 
15 資源化量+集団回収量÷ごみ総排出量+集団回収量×100 

  集団回収量：子ども会などの資源回収団体の活動（廃品回収等）による資源物回収量 
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基本目標１ 自然との共生を図り、未来へつなぐまち 

 

施  策２ 集い、交流する緑の空間の創出 

誰もが楽しく集い、交流できる公園などの適切な整備・管理を推進します。 

 

現状と課題 

・公園などは、市民が集い交流する空間ですが、遊具等の公園施設の老朽化が進み、安全性の

確保が求められています。そのため、定期的に点検を行い、老朽化した公園施設の更新や修

繕などに取り組んでいく必要があります。 

・地元町区やボランティア団体などの協力により、緑の保全や活用などに取り組んでいますが、

主体的に活動するボランティア団体の減少が課題となっていることから、気軽に市民が取り

組みやすい仕組み・機会づくりに取り組んでいく必要があります。 

・市を代表する祭りやイベント会場として活用されるなど、多くの人々に利用されている中央

公園は、中心市街地に立地しながら、遊具やトイレ等の公園施設の老朽化が課題となってい

ます。そのため、中心市街地の賑わいに寄与する公園として、また、その立地特性を考慮し

た Park-PFI など官民連携の検討を踏まえた再整備が求められています。 

・市民公園は、サガン鳥栖U-15練習場環境整備に併せ、公園の再整備計画を策定しました。同

計画に基づき、総合公園として多くの人々に休息、散歩、運動などを楽しんでもらえる施設

整備に取り組んでいく必要があります。 
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主な取組 内容 

公園などの整備と適正管理 

遊具を含む公園施設について、安全性の確保を徹底する

とともに、必要に応じた設備の充実や更新などに取り組

みます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

公園施設の更新等を行う箇所数

（施設数）16 
175 箇所 240 箇所 

市民公園利用者数17 106,000 人/年 127,000 人/年 

  

 
16 都市公園の、劣化が著しく、国の交付金等を活用して更新等を行う必要のある公園の全施設数 ２４０箇所 

なお、公園施設長寿命化計画は令和 10 年度に見直し予定であり公園数は増加する 

17 現状は令和 6 年度調査 
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基本目標１ 自然との共生を図り、未来へつなぐまち 

 

施  策３ 魅力ある歴史的資源の保存・活用・継承 

市民一人ひとりが地域の歴史や文化に誇りと愛着を持ち、伝統を守り、活かし、伝えられる

よう、歴史的資源の適切な保存・活用を推進します。 

 

現状と課題 

・本市に数多く存在する貴重な文化財や伝統芸能等の歴史的資源の多くは認知度が高くないた

め、幅広い年齢層向けの周知活動や、観光資源等と連携した訪問促進等により、市内外で認

知拡大していく必要があります。 

・また、伝統芸能においては後継者不足が課題となっており、継承する人材の確保・育成など、

保存・活用のための支援が必要です。 
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主な取組 内容 

歴史的資源の保護と積極的な活用 

勝尾城筑紫氏遺跡をはじめとして、歴史的資源を保護し、

次の世代へ継承するとともに、市内外への PR や、市民

がこれらに触れる機会を提供するなどその活用を進めま

す。また、民俗芸能の保存・伝承等歴史的資源を保護・活

用する市民や事業者の取り組みを支援します。さらに、

指定文化財等だけでなく、未指定の文化財等を含めた鳥

栖地域の歴史的資源を一体的に保存・活用していく取り

組みを進めます。 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

講座・見学会等の件数及び参加者

数 

32件/年 

15,192 人/年 

35件/年 

17,000 人/年 

文化財等の指定・登録件数 
44件 46件 
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基本目標２ 快適な生活を支えるまち 

 

施  策１ 都市と自然が調和した計画的な土地利用の推進 

都市機能と自然環境が調和した持続可能な都市形成を図ります。 

 

現状と課題 

・土地利用の現状や動向を踏まえ、用途地域等の見直しや市街化調整区域の既存集落の維持・

活性化を図る 50戸連たん制度、市街化調整区域の一定の区域で都市的土地利用への転換を図

る地区計画制度の運用を行っています。今後は、都市のより持続的な発展が可能となるよう、

無秩序な市街地の拡大を抑制しつつ、計画的かつ健全な土地利用を進めていく必要がありま

す。 
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主な取組 内容 

計画的かつ健全な土地利用の推進 

適正な市街地の規模・用途による土地利用を行うことで、

コンパクトで効率的な市街地の形成を図ります。 

市街化区域は、立地適正化計画の運用などによる都市機能

の適正な配置や建築物等の適切な誘導により、市街地の居

住密度の維持・向上、地域特性に応じた快適な居住環境の

形成を図ります。 

市街化調整区域は、農地や山林等の自然環境を適切に保全

しつつ、拠点性が高い一定の区域については、地区計画制

度の運用によって都市的土地利用への転換を図ります。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

市街化区域の人口密度18 3,641 人/㎢ 3,696 人/㎢ 

市街化調整区域における地区計画

数 
０件 ６件 

 

  

 
18 市街化区域の人口（R6）68,235 人÷市街化区域面積18.74 ㎢ 



14 

 

基本目標２ 快適な生活を支えるまち 

 

施  策２ 魅力ある賑わい拠点の形成 

鳥栖駅と新鳥栖駅を軸とした賑わいと活力にあふれた拠点形成を推進します。 

 

現状と課題 

・鳥栖駅周辺は、鳥栖スタジアムなどの集客施設が立地するなど中心市街地としての機能を有

している一方で、東西市街地の連続性や駅周辺の利便性向上が課題となっています。 

・九州新幹線西九州ルートの部分開業により、新鳥栖駅の観光・交流拠点としての価値が高ま

ったことから、新鳥栖駅の広域的な拠点性を活かす機能誘導が求められます。 

・中心市街地においては、ライフスタイルの変化にあわせ、日常の生活の利便性を確保してい

くことはもちろん、本市に住むあらゆる世代を惹きつけ楽しめる、魅力ある空間を形成する

必要があります。中心市街地を本市の核にふさわしい、人々が集い、賑わう場所としてさら

に活性化させていく必要があります。 
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主な取組 内容 

鳥栖駅を軸とした賑わい拠点の形

成 

鳥栖駅周辺は、回遊性を高めること等で、賑わいある拠

点の形成を目指します。 

新鳥栖駅を軸とした賑わい拠点の

形成 

新鳥栖駅周辺は、九州全域を視野に入れた本市の玄関口

であり、多くの人が集まる広域交流拠点として、九州に

おける観光やビジネス等の広域的な視点から、魅力ある

拠点形成を目指します。 

中心市街地の活性化 
人・モノ・情報が集まる魅力ある賑わい拠点にふさわし

い中心市街地の活性化に取り組みます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

鳥栖駅利用者数 12,950 人/日 

（令和 5年度） 

13,250 人/日 

（令和 11 年度推計） 

新鳥栖駅利用者数 3,872 人/日 

（令和５年度） 

4,740 人/日 

（令和 11 年度推計） 

中心商店街通行量（商店街 15 地点

での平日及び休日の２日間）19 
23,476 人 25,000 人 

 

  

 
19 市内中心商店街（本通町、大正町、東町）の定点調査。歩行者、自転車、バイクの通行量を平日、休日とも 10 時～20時に

調査し、合計した数。 
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基本目標２ 快適な生活を支えるまち 

 

施  策３ 社会基盤施設の整備と安定的な維持管理 

市民の快適な生活を支える生活道路や上下水道施設などの社会基盤施設を整備し、安定的に

維持・管理します。 

 

現状と課題 

・地域のニーズ等に応じた生活道路の整備を行っていますが、道路幅員が狭い住宅地が存在し

ており、生活道路の幅員確保を行っていく必要があります。また、近年頻発している自然災

害などの状況を鑑みて、災害に強い安全な生活道路の確保が求められています。 

・高品質な水道水の安定供給のため、導水管や配水管（幹線）を含む水道施設の更新及び耐震

化に取り組んでいますが、今後も施設の経年劣化等による老朽化が進むため、計画的で効率

的な更新を行っていく必要があります。また、水道は市民生活に欠かせない重要なライフラ

インであり、地震や浸水といった災害にも強い水道の確保が求められています。 

・生活排水の適正処理のため、下水道施設のストックマネジメントや耐震化及び耐水化を図る

と共に、予防保全的な維持管理に取り組む必要があります。 
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主な取組 内容 

生活道路・道路施設の整備 

歩行者・自転車・自動車が安全で安心して通行できるよ

う道路環境の整備・改善を図るとともに、老朽化する橋

梁等の道路施設の効率的・効果的な整備に取り組みます。 

安定供給と高品質化のための水道

施設の整備 

適正な浄水処理と水質の管理により、安全で高品質な水

道水を安定供給するとともに、老朽化した水道施設の計

画的な更新及び耐震化により、災害に強い水道施設の整

備に取り組みます。 

適正処理のための下水道施設の整

備 

生活排水の適正処理を継続的に行えるよう、予防保全的

な維持管理を実施するため、上下水道耐震化計画に基づ

く耐震化を行い、下水道施設の強化を図ります。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

舗装長寿命化修繕計画に基づく舗

装打ち替え延長距離20 
2.2ｋｍ 5.0ｋｍ 

危険度の高い橋梁（跨道橋・跨線

橋・水門橋）の修繕工事数21 
16橋 18橋 

下水道施設（処理場）の耐震化率22 94% 100% 

下水道施設（管きょ）の耐震化率23 25% 27% 

水道基幹管路耐震適合率24 51% 55% 

水道配水池耐震化率25 36.4% 63.6% 

水質管理指標の達成率26 96.5% 100% 

 

  

 
20舗装長寿命化修繕計画に基づく舗装打ち替え総延長（補助金分）は５㎞ 

21橋梁長寿命化計計画に基づく危険度の高い橋梁（跨道橋・跨線橋・水門橋）は全 25橋 

22 耐震化済設備数（箇所）÷鳥栖市上下水道耐震化計画に位置付けられた処理場の設備数（18 箇所） 

23 耐震化済下水道管きょ延長（km）÷鳥栖市上下水道耐震化計画に位置付けられた下水道管きょ延長（49km） 

24 （基幹管路耐震適合管（m）＋基幹管路耐震管（20,838ｍ））÷基幹管路総延長 

25 耐震化済み配水池有効容量（千㎥）÷対象全施設配水池有効容量（16.5 千㎥） 

26 各項目（管理指標８項目）ごとの達成率を平均したもの。 

各項目ごとの達成率（％）=各項目で管理指標値を達成した回数（回）÷検査回数（回） 
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基本目標２ 快適な生活を支えるまち 

 

施  策４ 快適に通行できる幹線道路の整備 

交通渋滞が緩和され、車両が快適に通行できる幹線道路の整備を促進します。 

 

現状と課題 

・市内を通る国道３号、34 号、県道等の主要な幹線道路では、慢性的な交通混雑が発生してお

り、通過交通が生活道路に進入するなど市民生活に大きな影響を及ぼしています。 

・幹線道路においては、交通混雑解消のための道路拡幅工事などが着々と進められており、道

路ネットワークの連携強化のため、早期完了が求められています。 

・九州縦貫自動車道において整備が進められていました「小郡鳥栖南スマートインターチェン

ジ」の開通により、交通混雑の緩和や沿線の物流の効率化などの効果が期待されます。 

・九州横断自動車道（長崎自動車道）においては、スマートインターチェンジ接続の可能性と

して「山浦スマートインターチェンジ（仮称）」の検証を進めています。 
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主な取組 内容 

機能を重視した道路整備の推進 
市街地内における円滑な交通処理等に向けた道路新設改

良などの効率的で計画的な道路整備を行います。 

国道・県道の整備促進 

国・県と連携し、広域ネットワークを構築しながら、主要

交通結節点へのアクセス改善、交通渋滞の緩和に取り組

みます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

都市計画道路の整備率27 76.0％ 77.9％ 

 

  

 
27 整備済み都市計画道路延長÷都市計画道路総延長 
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基本目標２ 快適な生活を支えるまち 

 

施  策５ 分かりやすく、利用しやすい、地域に愛される公共交通の実現 

市民が分かりやすく、利用しやすい持続可能な公共交通を目指します。 

 

現状と課題 

・路線バスやミニバスにおいては、コロナ禍による利用減少と運転士不足によりサービス低下

が懸念されていることから、地域の現状や利用実態を踏まえながら最適化に取り組み、持続

可能性を高める必要があります。 

・令和 7 年 3 月に策定した地域公共交通計画に基づき、持続可能な公共交通網を確保するため

に、路線・ダイヤの見直し等を定める具体的な事業計画となる鳥栖市地域公共交通利便増進

実施計画を策定しています。 

・令和 7年 11 月より予約型乗合タクシーの実証運行を実施し、その結果により本格運行に向け

た準備を行う必要があります。 
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主な取組 内容 

地域公共交通網の再構築 

市内生活路線の運行を行う乗合バス事業者に対し補助金

を交付し、バス路線の維持を図ります。また、必要に応じ

て路線やダイヤ等の見直しを行い利用者の増加を目指し

ます。 

交通弱者の移動手段の確保 

鳥栖・田代・基里・旭地区の一部で、定時定路線方式のミ

ニバスによる循環運行を行います。また、鳥栖市地域公

共交通計画に基づき、より便利で快適に移動できる効率

性の高い公共交通網の実現を目指すため、予約型乗合タ

クシーの実証運行・導入検討に取り組みます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

路線バス市内線の便平均人数 5.1 人／便 5.6 人／便 

ミニバスの便平均人数 4.3 人／便 4.9 人／便 
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基本目標３ 安全で安心して暮らせるまち 

 

施  策１ 市民の大切な生命と財産の保全 

市民の生命と財産を守るため、防災・減災対策などあらゆるリスクに対応できる体制づくり

を推進します。 

 

現状と課題 

・令和２年７月豪雨、令和３年８月豪雨などの線状降水帯や数日間に及ぶ長雨、大型台風の接

近などの風水害が発生しており、いつ甚大な被害をもたらす災害が起きるか予測できない状

況の中で、「自助」「共助」による取組を広く市民が認識し、地域の防災力を向上できるよう

引き続き啓発を行うとともに、災害発生時に迅速で的確な対応ができる体制づくりに取り組

んでいく必要があります。 

・令和６年能登半島地震では、生活物資の不足やトイレ問題などが深刻化したことから、避難

所等で使用する備蓄品や生活用水の確保等に努めるとともに、市民が「自らの命は自らが守

る」という防災の基本となる考えを持って家庭での備蓄に取り組み、災害を乗り越えていく

ことができる防災意識を醸成していく必要があります。 

・本市では大雨による道路の冠水や住宅地等の浸水被害が発生しており、雨水整備事業等を推

進することで水害による被害を最小限に抑えるとともに、適切な維持・保全を続けていく必

要があります。 

・火災発生時、消防機関による消火活動が迅速に行われるよう、消防水利施設の増設を行って

おり、今後も消防署、消防団と連携しながら消防体制の強化を図っていく必要があります。 
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主な取組 内容 

防災・減災対策の推進 

自主防災組織による防災訓練の実施等市民一人ひとりが

防災意識を高めるとともに、避難環境を備え、避難行動

要支援者への対策など、関係機関との連携・協力のもと、

地域と一体となった防災力の向上に取り組みます。 

災害発生のおそれや災害発生時に、災害情報を迅速かつ

的確に伝達できるよう、多様な情報伝達手段の充実を図

ります。 

継続した雨水整備を進めるとともに、大雨による道路の

冠水や浸水被害等が発生するおそれのある箇所を中心

に、河川や水路の浚渫や改修等に取り組みます。 

防火対策の推進 

火災発生時に迅速かつ的確な対応が行えるよう、消防水

利施設の設置等や、消防署・消防団と連携しながら消防

体制の強化に取り組みます。 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

防災士資格取得者数 105 人 153 人 

自主防災組織を結成している割合

28 
82％ 100％ 

浸水実績箇所における対応箇所数

29 
12か所 15か所 

消防水利施設(消火栓)の設置数 1,066 箇所 1,090 箇所 

  

 
28自主防災組織結成数÷全行政区数 

29 浸水実績箇所における対応予定箇所は 20箇所 
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基本目標３ 安全で安心して暮らせるまち 

 

施  策２ 暮らしの安全と安心の確保 

市民の暮らしの安全と安心を確保するため、防犯対策、交通安全対策、消費者被害対策を推

進します。 

 

現状と課題 

・全国的に、犯罪の凶悪化や低年齢化が進んでおり、子どもや高齢者といった社会的弱者が巻

き込まれる犯罪が発生しています。本市では、市民の協力のもと、子どもたちが危急の際に

駆け込める「子ども 110 番の家」を設置していますが、近年は減少傾向にあるため、子ども

の安全を確保するための理解を促し、協力を仰いでいく必要があります。 

・本市は、幹線道路を中心に交通量が多く、慢性的な交通混雑や交通事故が発生しています。

また、近年では高齢ドライバーによる事故やあおり運転などの危険行為も全国的な問題とな

っており、より一層の交通安全対策を講じる必要があります。 

・本市では、交通事故の危険性が高い箇所へのガードレール、カーブミラー等の設置を進めて

おり、交通事故を未然に防ぐために、今後も交通安全施設を充実させる必要があります。 

・全国的に、高齢化の進行、成人年齢の引下げ、単身世帯の増加等に伴い消費者トラブルに巻

き込まれやすく、また、誰にも相談できず１人で抱え込んでしまうことによる消費者トラブ

ルの深刻化が懸念されています。本市においても、相談の多様化、複雑化により相談対応が

長期化しています。多様化・複雑化する消費生活相談に対応できるよう、誰もが利用しやす

い相談体制の充実と、市民一人ひとりが消費生活に関する知識を深め消費者トラブルを未然

に防ぐための消費者教育・啓発に取り組む必要があります。 
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主な取組 内容 

防犯対策の推進 

日常生活の中でできる防犯対策等について、ホームペー

ジや広報紙を通じた情報発信を充実させ、市民一人ひと

りの防犯意欲の向上に取り組みます。 

まちづくり推進協議会や警察等の関係機関と連携すると

ともに、ながら防犯活動等を通し、地域の自主的な防犯

活動の充実を図ります。 

ＬＥＤ防犯灯や防犯カメラの設置など、犯罪の抑止や安

心できる生活環境の整備に取り組みます。 

交通安全対策の推進 

幼児・児童や高齢者、外国人住民を対象とした交通安全

教室の開催や啓発活動を行い、市民一人ひとりの交通安

全意識の向上に取り組みます。また、運転者と歩行者が

安全に安心して通行できるよう、地域のニーズや緊急性、

効果等を踏まえながら、交通安全施設の整備を行います。

さらに、関係機関と連携しながら交通事故の危険性が高

い箇所の対策に取り組みます。 

消費者被害対策の推進 

若年者や高齢者への消費者教育・啓発の充実とともに、

地域や消費生活メイトとの連携による見守りネットワー

クの構築等により、消費者トラブルの未然防止を進めま

す。また、佐賀県消費生活センターや関係機関等と連携

し、多様化する相談内容に対応できるよう相談窓口の充

実を図るとともに、相談窓口の周知に取り組みます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

交通事故発生件数 243 件/年 195 件/年 

ながら防犯活動登録者数 ― 1,000 人 

消費者啓発に関する活動・出前講

座等の実施回数 
17回/年 25回/年 

危険性の高い交差点等における対

応箇所数30 
25箇所 35箇所 

 
30 危険性の高い交差点等における対応予定箇所数は 1０箇所 
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基本目標３ 安全で安心して暮らせるまち 

 

施  策３ 快適な住環境の提供 

市民が安全で安心して快適に暮らせる住環境を確保・提供します。 

 

現状と課題 

・住宅セーフティネットの中核として重要な役割を担う市営住宅においては、計画的な改修に

よる長寿命化や居住性の向上に努めています。一方で、既に耐用年数を超過している市営住

宅においては、改築・廃止等も含め、管理方針を検討する必要があります。 

・高齢者や障害がある人など、住宅確保要配慮者に対して市営住宅への入居支援を行っていま

す。また、社会情勢の変化にあわせて「新たな住宅セーフティネット制度」に基づく、民間

賃貸住宅の活用についての検討を行う必要があります。 

・「鳥栖市空家等対策計画」に基づき、空き家等の適正な管理や活用、流通を促進しています。

「空き家バンク」により空き家の利活用や流通を促し、危険な空き家については除却を促進

させる取組を進めていくことが求められます。 

・今日までの人口増加に寄与してきた子育て世代の移住・定住の流れを持続させるため、「鳥栖

で暮らしたい」と思える環境の整備が求められます。あわせて、本市への移住・定住を促進

するイメージ戦略も検討する必要があります。 
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主な取組 内容 

良質な住宅の供給と多様な居住ニ

ーズへの対応 

市営住宅の計画的な改修とともに、必要に応じて改築・

廃止を含め、管理方針を検討します。住宅確保要配慮者

向けの特定目的住宅を継続し、民間賃貸住宅の活用につ

いて検討を行います。 

空き家等対策の推進 

適正に管理されない空き家等の発生を未然に防ぐために

情報発信を推進します。また、空き家等の所有者等へ適

正な管理の助言・指導を行うとともに、空き家の利活用・

流通、危険な空き家等の除却を促進します。 

移住・定住施策の推進 

定住人口の拡大に向けて、本市への転入者が多い地域や

年齢層など、ターゲットを絞り戦略的に本市の優位性を

アピールし、認知の拡大による移住者の獲得を進めます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

市営住宅浴室給湯設備設置戸数 322 戸 354 戸 

除却に至った不良住宅等の空き家

数 
92件 140 件 

人口の社会増の維持 333 人/年 1,600 人（５年間累計） 
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基本目標４ 誰もがいきいきと暮らせるまち 

 

施  策１ 心身ともに健やかであるための健康づくり 

市民が健康への意識を高め、心身ともに健やかで心豊かに生活できるよう、健康づくりを推

進します。 

 

現状と課題 

・本市では妊娠期（胎児期）から高齢期までのライフステージに沿った健康増進計画「うらら

トス 21プラン」を策定し、市民の健康増進に取り組む一方で、多種多様なライフスタイルに

応じ、市民一人ひとりが自分の健康状態に応じた健康づくりの取組を選択できるように支援

することが重要です。 

・高齢化の進行に伴い、生活習慣病の重症化による要介護状態を予防するために、健診・医療・

介護データを一体的に分析することで対象者を把握し、適切かつ効果的な保健事業、介護予

防事業を実施していく必要があります。 
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主な取組 内容 

健康づくりの推進・啓発 

自主的な健康づくりに取り組めるような環境整備に取り

組み、うららトス 21プランに基づき、ライフステージに

あわせた心身の健康づくりの推進・啓発に取り組みます。 

生活習慣病の発症や重症化予防対

策の推進 

生活習慣病の発症と重症化を予防するため、若い世代か

ら自分の健康に関心を持ち、健康増進に取り組んでもら

えるよう、健診の受診率の向上や健康的な生活習慣に向

けた保健指導、介護予防に取り組みます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

特定保健指導実施率31 73.1％ 79.0% 

メタボリックシンドローム該当

者・予備軍の減少32 

ヘルスアップ健康診査 

8.5％ 

特定健康診査 

34.2％ 

ヘルスアップ健康診査

8.2％ 

特定健康診査 

34.0％ 

  

 
31 特定保健指導の終了者数÷特定保健指導の対象者数 

32 内臓脂肪症候群該当者割合および内臓脂肪症候群予備軍者割合の合計の減少 

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群） 

該当者・・・腹囲が男性 85ｃｍ、女性 90ｃｍ以上で、３つの項目（血中脂質、血圧、血糖）のうち２つの項目に該当する者 

予備軍・・・腹囲が男性 85ｃｍ、女性 90ｃｍ以上で、３つの項目（血中脂質、血圧、血糖）のうち１つの項目に該当する者 

〇特定健診 

内臓脂肪症候群該当者割合＝内臓脂肪症候群該当者数÷特定健康診査受診者数 

内臓脂肪症候群予備軍者の割合＝内臓脂肪症候群予備軍者数÷特定健康診査受診者数 

〇ヘルスアップ健康診査 

内臓脂肪症候群該当者割合＝内臓脂肪症候群該当者数÷ヘルスアップ健康診査受診者数 

内臓脂肪症候群予備軍者の割合＝内臓脂肪症候群予備軍者数÷ヘルスアップ健康診査受診者数 
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基本目標４ 誰もがいきいきと暮らせるまち 

 

施  策２ 安心して医療が受けられる体制づくり 

いつでも良質で適切な医療サービスが受けられる体制づくりを推進します。 

 

現状と課題 

・高齢化や核家族化、疾病構造の変化に伴い患者のニーズは多様化しており、必要な時に安心

して医療を受けることができる救急医療体制の充実が必要となっています。また、病気や健

康の不安について気軽に相談できるよう、「かかりつけ医」や「かかりつけ薬局」の推進を図

っていく必要があります。 
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主な取組 内容 

救急医療体制の確保 

休日医療や夜間の小児救急医療の確保に取り組ます。 

また、「かかりつけ医」や「かかりつけ薬局」の定着に取

り組んでいきます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

休日や夜間における小児救急医療

機関 
2 か所 2 か所 
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基本目標４ 誰もがいきいきと暮らせるまち 

 

施  策３ 認め合い、支え合う高齢者・障害者福祉の推進 

高齢者や障害者が、自分らしく健康で社会参加ができ、生きがいをもって暮らせる環境づく

りを推進します。 

 

現状と課題 

・高齢者が住み慣れた地域で、健康で生きがいを持って安心して暮らし続けるために、社会参

加の促進、介護予防と担い手育成の推進を図っていく必要があります。 

・生活上の困難が生じた場合でも、重症化を予防しつつ、周囲や地域の理解と協力の下、本人

が希望を持って前を向き、力を活かしていくことで極力それを減らし、住み慣れた地域の中

で尊厳が守られ、自分らしく暮らし続けることができる社会を目指す必要があります。 

・在宅での「居宅介護」や施設での「短期入所」などの福祉サービスの充実に取り組んでおり、

障害のある人に対して、地域での主体的な生活や社会参加を促しています。また、障害のあ

る人を支える家族に対しての支援も行っており、これらは障害のある人が主体的な社会生活

を送るうえで必要不可欠な支援となっています。 

・住み慣れた地域で安心して暮らすためには、地域の人たちとの円滑なコミュニケーションが

大切ですが、耳が聞こえない、声が出ないなどの障害により意思疎通に困難を抱えている人

もいます。本市では、鳥栖市手話言語条例に基づき、こうした障害を抱えた人たちのことを

理解し、必要な支援を行っていくことが求められています。 

・近年、福祉に関する相談件数は増加の一途をたどるとともに、相談内容も複雑化しニーズも

多様化しています。一方で、福祉の担い手は不足しており、人材の確保、育成や体制の強化

について、取り組む必要があります。 
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主な取組 内容 

高齢者の地域参加と健康づくりの

推進 

住み慣れた地域で、できるかぎり主体的な日常生活を営

むことができるよう、高齢者の社会参加・生きがいづく

りに取り組みます。 

また、介護予防活動への参加促進や担い手の育成など、

高齢者の健康づくりを推進します。 

高齢者の住み慣れた地域での生活

継続と自立支援の推進 

地域包括支援センターと協働し、高齢者の見守りや支え

合いの体制の充実に取り組みます。 

また、高齢者やその家族の支援などを推進し、安心して

暮らせる地域づくりを目指します。 

障害者の自立支援の推進 

障害福祉サービスの提供体制の整備に努めるとともに、

当事者や家族への支援を行い、障害者の主体的な生活の

支援に取り組みます。 

障害者の生活支援の推進と社会参

加の促進 

多様化・複雑化する相談の受け入れ体制を強化するとと

もに、障害に対する理解促進に取り組みます。また、移動

やコミュニケーションの障壁を解消できるよう支援する

ことで、障害者の社会参加の促進に取り組みます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

認知機能検査実施の延べ人数 
― 

750 人 

（5年間累計）  

認知症サポーター養成講座の延べ

受講者数 
9,974 人 15,500 人 

一般就労移行者数33 17人/月（のべ 206 人） 20人/月（のべ 240 人） 

 

  

 
33 一般企業等への就労を目指し、障害サービスの就労移行支援を受けている方の数 
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基本目標４ 誰もがいきいきと暮らせるまち 

 

施  策４ つながり、支え合う地域福祉の推進 

住み慣れた地域で、市民や支援を行う関係機関などが連携し、必要な支援が包括的に提供さ

れる体制づくりを推進します。 

 

現状と課題 

・対象者別・機能別に整備された公的支援について、様々な分野の課題が絡み合って複雑化し

たり、個人や世帯単位で複数分野の課題を抱えたり、複合的な支援を必要とするといった状

況がみられ、対応が困難なケースが浮き彫りとなっています。 

・社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの「縦割り」、「支え手」、「受

け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世

代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っ

ていく社会を目指す「地域共生社会」の考え方に注目し、人と人の距離が近く、つながりが

強いまちを目指す必要があります。 
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主な取組 内容 

地域共生と地域福祉活動の推進 

多様な主体と連携し、一人ひとりに寄り添った相談支援

や社会参加・地域づくりに向けて、地域資源を活用し、地

域や各種団体などと連携を図り、多様な福祉ニーズに対

応したサービスの提供に取り組みます。また、福祉ボラ

ンティアの人材育成と活動の推進に取り組みます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

ふれあい・いきいきサロン開催回

数 
862 回/年 4,500 回（５年間累計） 

福祉講座・講演会等の開催回数 
４回/年 20 回（５年間累計） 
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基本目標４ 誰もがいきいきと暮らせるまち 

 

施  策５ 安心と自立を支える社会保障の推進 

みんなで支え合う相互扶助の考え方を基本に、市民一人ひとりが健康で安心して主体的な生

活を送ることができるよう、適正な社会保障制度を推進します。 

 

現状と課題 

・国民健康保険や介護保険などの社会保障制度は、相互扶助の考えのもと、安心で主体的な生

活を支えるものであり、その理解促進と意識啓発の重要性が再認識されているところです。

また、制度の安定的な運営のため、病気等の予防が重要であり、医療費の適正化を図ってい

く必要があります。 

・生活保護については、保護の適正な実施とともに就労支援などの自立に向けた支援の充実を

図っていく必要があります。 
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主な取組 内容 

国民健康保険、後期高齢者医療保

険、介護保険の適正実施 

医療保険制度や介護保険制度の安定的な運営に努め、各

種保険制度の理解促進や意識啓発に取り組むことで、み

んなで支え合う相互扶助の考えの浸透を図ります。 

医療費の適正化の推進 

病気の早期発見や早期治療につながるよう特定健康診査

や特定保健指導等を実施し、被保険者の健康増進や疾病

予防の意識啓発に取り組むことで医療費の適正化を図り

ます。 

生活保護の適正実施と自立支援の

推進 

実態調査等による保護要因の的確な把握等により、適正

な保護を実施するとともに、被保護者や生活困窮者に対

する就労支援、債務整理や家計改善などの自立に向けた

支援に取り組みます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

特定健康診査受診率34 46.2％ 60.0% 

ハローワークと連携した就労支援

対象者のうち、就労した者の数 
15人/年 75 人（５年間累計） 

 

  

 
34 特定健康診査受診者数÷特定健康診査対象者数 
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基本目標４ 誰もがいきいきと暮らせるまち 

 

施  策６ 自己実現の喜びにつながる生涯学習の推進 

生涯にわたって主体的に学習することで、自己実現の喜びにつなげ、生き生きと心豊かに暮

らせる環境づくりを推進します。 

 

現状と課題 

・現在まちづくり推進センターや生涯学習センターにおいて、各地区様々な主催講座を開催し、

生涯学習機会の提供に取り組んでいます。各種団体等との連携を深めながら、魅力ある生涯

学習機会の提供に取組んでいく必要があります。より多くの市民に参加できるよう、各地区

講座に独自性を持ち、年代に合わせて講座内容を考案するなど工夫を凝らして開催していま

す。 

・生涯学習センター、図書館等においては、まちづくり推進センターとは違う、市民の新たな

ニーズに合わせた独自の新たな視点での講座を企画していくことで、魅力ある生涯学習機会

の提供に取り組む必要があります。 

・まちづくり推進センターについては、子ども・若者を含め、誰もが気軽に利用できる地域住

民の居場所として、さらなる利活用が求められています。 
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主な取り組み 内容 

学習機会創出の推進 

多様化する市民の学習ニーズに対して、必要な情報を収

集・発信するとともに、まちづくり推進センターや生涯

学習センター、図書館等の施設を活用して市民の学習活

動の支援に取り組みます。 

社会教育活動の支援 
市民の社会教育に関する事業を行う団体に対し、活動の

場を提供するとともに活動の支援に取り組みます。 

まちづくり推進センターのさらな

る利活用 

誰もが気軽に利用しやすいような環境づくりを進め、ま

ちづくり推進センターが地域住民の居場所となり、地域

コミュニティが更に広がっていくよう利活用の促進に取

り組みます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

主催講座数 655 教室/年 3,100 教室（５年間累計） 

まちづくり推進センター利用者数 154,470 人/年 160,000 人/年 

図書館資料貸出利用者数 84,890 人/年 110,000 人/年 
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基本目標４ 誰もがいきいきと暮らせるまち 

 

施  策７ 人権が尊重される社会の実現 

一人ひとりが互いの人権を認め合い、尊重し合える環境づくりを推進します。 

 

現状と課題 

・本市では、これまで同和問題をはじめ、女性や子ども、高齢者、障害者、外国人、ＬＧＢＴＱ

＋などに関する様々な人権問題の解決を行政施策の重要な課題として取り組んできています。

人権に関する教育・啓発は、県や学校、地域社会、職場など多くの関係機関・団体等との連

携のもとで進められていますが、いまだに多くの課題が残されています。 
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主な取り組み 内容 

人権に関する教育・啓発の推進 

市民一人ひとりが人権に対する考えを正しく理解・認識

し、意識の向上を図るため、講演会や研修会、学校での人

権教育など、幅広い層に向けた教育・啓発に取り組みま

す。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

人権問題に関する学習会や研修会

の参加者数 
3,470 人/年 3,500 人/年 

 

 

  



42 

 

基本目標４ 誰もがいきいきと暮らせるまち 

 

施  策８ 男女共同参画社会の実現 

性別にかかわりなく、お互いが個性や考え方を理解し、認め合い、自分らしく生きることの

できる環境づくりを推進します。 

 

現状と課題 

・社会情勢やニーズに合わせた多様なセミナーを開催し、男女共同参画の意識醸成を図ってい

ます。一方で、年齢が高くなるほど固定的な役割分担意識は依然として根強く残っているた

め、今後も継続した意識啓発・理解促進の取り組みを行っていく必要があります。 

・育児休業制度の法改正等に伴い、男性が家事育児に参加しやすい環境が整えられ、男性の育

児休業取得率も上昇しています。性別を問わず家事育児参画を推進していくためには、働き

方や社会の意識や制度の変革を推進していく取り組みを行っていく必要があります。 

・配偶者やパートナーからの暴力は、犯罪であり、重大な人権侵害です。また、このことは、個

人の尊厳をなくし、男女平等を実現する大きな妨げになっています。DV やハラスメント等

の暴力の防止に向けた意識啓発・理解促進に努めるとともに、被害者に対する相談体制と支

援の充実に取り組んでいく必要があります。 
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主な取組 内容 

男女共同参画の推進 

性別にかかわらず、あらゆる場面で個人が平等な立場で

参画し、一人ひとりが選択した生き方を尊重し合う環境

づくりに取り組みます。 

女性活躍の推進 

男女が対等な立場で仕事と家庭を両立させ、女性が職業

生活において、十分に能力を発揮し、活躍できるような

環境づくりに取り組みます。 

DV 等暴力根絶の推進 

DV やハラスメント等の防止に向けた意識啓発・理解促

進に努めるとともに、被害者に対する相談体制と支援の

充実に取り組みます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

男女共同参画に関する広報啓発の

実施回数 
71回/年 355 回（５年間累計） 

審議会・委員会等の女性委員の人

数 
308 人/年 1,600 人（５年間累計） 

DV 等防止に関する広報啓発の累

計実施回数 
11回/年 70 回（５年間累計） 
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基本目標４ 誰もがいきいきと暮らせるまち 

 

施  策９ 多文化共生社会の実現 

日本人や外国人の区別なく、お互いの文化的な背景や習慣の違いを理解しながら、尊重し合

い、暮らしやすい環境づくりを推進します。 

 

現状と課題 

・本市では、企業・事業所の外国人労働者の受入拡大等の影響により、特定技能、技能実習、技

術・人文知識・国際業務や留学などの在留資格の外国人住民が近年急激に増加しているため、

日本での生活に慣れていない外国人住民に対して、医療情報、行政サービス、災害対策など

の生活情報について「やさしい日本語」や多言語での情報提供を行っています。今後も、外

国人住民にとって分かりやすい情報を提供していく必要があります。 

・外国人が地域住民として生活していく中で、言葉や制度、文化や生活習慣等の違いから、日

本人住民との間で生活ルールやマナー等での摩擦や軋轢、誤解が生じることがあります。相

互の文化や生活習慣等の違いについての知識や理解を深めると共に、互いを同じ地域住民の

一員として認め合える関係を築くために、本市に住む日本人と外国人が交流する場を提供し

ています。また、外国人住民が日本語や日本で生活するうえでの必要なルール、文化、風習

などを学ぶ機会を提供しています。今後も引き続き、本市に住む日本人と外国人が共に支え

合って暮らすことのできる地域社会の実現のため、外国人住民の地域活動への参加と住民相

互の交流促進に取り組んでいく必要があります。 

・児童・生徒の異文化に対する理解を深め、外国人とのコミュニケーション能力を養うため、

小中学校での国際理解教育や外国語教育を推進しており、今後も、幅広い市民が外国人と身

近に触れ合える機会を提供する必要があります。 
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主な取組 内容 

多文化共生のまちづくりの推進 

異なる文化や価値観を理解し合うための仕組みや機会づ

くりにより、外国人住民と市民がお互いに暮らしやすい

環境づくりに取り組んでいきます。 

国際性を育む地域づくりの推進 

学校教育や生涯学習、地域において、豊かな国際感覚を

育むための取り組みを実施するとともに、友好交流都市

との交流事業を通して国際性豊かな人材育成に努め、

様々な国際協力活動を支援します。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

多文化共生に関する講座・催しの

累計実施回数 
20回/年 100 回（5 年間累計） 

語学ボランティア登録者数 42人 48人 
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基本目標５ 子どもが心豊かに育つまち 

 

施  策１ 子どもを安心して産み、育てられる環境づくり 

子どもや子育てを地域全体で支え合い、安心して産み育てられる環境づくりを推進します。 

 

現状と課題 

・家族形態の多様化や地域のつながりの希薄化等により、家庭や地域における子育て機能の低

下が懸念されています。こうした背景のもと、こども家庭センターを中心に、児童福祉と母

子保健の一体的な対応により、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない相談支援体制を整

備します。 

・現在、本市における保育供給量は一定数確保されており、今後もこれを維持しながら保育の

量の質の向上を図ります。また様々な保育ニーズに対応できるよう人材確保に努め、子育て

家庭を支援していく必要があります。 

・一方で、留守家庭児童の居場所づくりについては、保護者の仕事と子育ての両立支援と児童

の健全育成対策の両面の支援に取り組んでいく必要があります。 

・天候に関わらず安全に体を動かして遊ぶことができる遊び場の確保について検討する必要が

あります。 
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主な取組 内容 

保育の質の向上と子育て家庭の多

様な保育ニーズへの対応 

保育供給量は一定数確保されおり、維持に努めます。今

後民間保育所等の保育環境の向上や、よりきめ細やかな

保育ニーズに対応するため、公立保育所の再編等により

人材の確保に努めます。また、インクルーシブ保育の推

進や、国が進める乳児等通園支援事業（こども誰でも通

園制度）を実施します。 

子どもと親の心身の健康の確保 

安心・安全な妊娠と出産を支援し、産後は、親が子育てに

関する不安や悩みなく育児ができるよう各種教室や相

談、健診を実施することで、切れ目のない相談体制づく

りに取り組みます。 

留守家庭児童の居場所づくりの推

進 

待機児童解消に向けて、放課後児童クラブの整備等留守

家庭児童を保育・育成する場の充実に取り組みます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

産婦健康診査受診率35 — 95% 

子育て支援センター利用者数 
30,738 人/年 

153,000 人 

（5年間累計） 

医療的ケア児の受入可能な保育施

設の確保 
1 施設 4 施設 

乳児等通園支援事業（こども誰で

も通園制度）の供給量の確保 
０人 30人 

放課後児童クラブ待機児童数 14人 0 人 

  

 
35 該当年度の受診枚数÷該当年度の配布枚数 
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基本目標５ 子どもが心豊かに育つまち 

 

施  策２ 未来を創る子どもを育む教育の推進 

未来を創る子どもたちが、ふるさとへの愛着と誇りを育み、社会の形成者として成長できる

ような教育を推進します。 

 

現状と課題 

・小中学校では、教科「日本語」の教科書を改訂デジタル化し、教科「日本語」を核とした小中

一貫教育など特色ある学校づくりを進めています。 

・子どもたちが社会の一員となることを自覚し、健やかに成長するためには、地域とともに子

どもたちを育て、見守る教育環境としてコミュニティ・スクールを整備・拡充し、「地域とと

もにある学校」を引き続き整えていく必要があります。 

・これまで、電子黒板の活用や GIGA スクール環境整備などを進めてきました。今後は、授業

支援システムを活用した授業改善など、時代に合わせた効果的な教育に取り組んでいく必要

があります。 

・インクルーシブ教育の考えのもと、児童・生徒一人ひとりの多様性を尊重し、障害のあるな

しにかかわらず、全ての子どもが安心して共に学び、共に成長することができる教育環境づ

くりを進めていく必要があります。 

・市立中学校の生徒数は減少傾向にあり、今後も生徒数が減少することが見込まれることから、

現在と同様に部活動を運営することは難しくなります。また、教師の部活動指導についても、

働き方改革により継続することは一層難しくなります。このことから、国において推進され

ている中学校部活動の地域展開について取り組みを進めていく必要があります。 
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主な取組 内容 

特色ある学校づくりの推進 

教科「日本語」の充実や ICT を活用した効果的な授業、

学校と家庭、地域が協働して取り組むコミュニティ・ス

クールの推進など各学校の創意工夫を活かした学校づく

りに取り組みます。 

豊かな心・健全な体を育む教育の

推進 

「いのち」を尊重し、思いやりある豊かな心、健全な体を

育む「心の教育」に取り組みます。また、いじめや不登校

の対応、配慮が必要な子どもたちへの支援など、すべて

の子どもたちが安心して学び、成長できる体制づくりに

取り組みます。 

中学校の部活動改革の推進 

子どもたちが希望するスポーツ・文化芸術活動に参加し、

親しみ、また、様々な体験をする機会を確保するため、こ

れまでの学校単位での取り組みから、学校を含めた地域

社会全体の取り組みとなるよう、国、県の方針及びガイ

ドライン等を踏まえ、新たなスポーツ・文化芸術活動環

境の構築を推進します。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

学力向上に資する研究授業の取り

組み数 

220 件/年 1,000 件（５年間累計） 

体力向上に向けた活動の取り組み

数 

14活動/年 60活動（５年間累計） 

コミュニティ・スクール（学校運

営協議会）として行う行事数  

60行事/年 300 行事（５年間累計） 

不登校児童・生徒の保護者に対す

る支援に関する情報提供数 
6 回/年 30 回（５年間累計） 
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基本目標５ 子どもが心豊かに育つまち 

 

施  策３ 安全で安心して学べる教育環境づくり 

子どもたちが、明るく豊かな心で、楽しく学校に通えるよう、安全で安心して学べる教育環

境づくりを推進します。 

 

現状と課題 

・子どもたちが安全で安心して学ぶことができる環境を整えるため、老朽化が進む学校施設の

改修等を行っていますが、今後も引き続き学校施設の計画的な改修等に取り組んでいく必要

があります。 

・インクルーシブ教育の考えのもと、児童・生徒一人ひとりの多様性を尊重し、障害のあるな

しにかかわらず、全ての子どもが安心して共に学び、共に成長することができる教育環境づ

くりを進めていく必要があります。  
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主な取組 内容 

安全・安心な教育環境づくりの推

進 

老朽化への対応と児童・生徒数に応じた快適な学校施設

の計画的な改修・整備に取り組みます。また、すべての子

どもたちが安心して学び、成長できる環境整備と ICT 等

の活用に向けた教育環境の整備に取り組みます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

建築後又は大規模改造事業実施後

30年以上経過した学校数 

２校 １校 

エレベータ設置小中学校数 ３校 ５校 
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基本目標５ 子どもが心豊かに育つまち 

 

施  策４ 青少年の心豊かな育みの推進 

地域とともに、様々な体験を通じて青少年の健全育成を推進します。 

 

現状と課題 

・地域における青少年育成活動への支援と地域や学校と連携した様々な体験活動や交流を引

き続き取り組んでいくとともに、子どもたちが社会の一員となることを自覚し、他人を思い

やる心を身に付けながら、健やかに成長するためには、地域とともに子どもたちを育て、見

守る環境を整えていく必要があります。 

・子どもや若者が安心して過ごし、様々な学びや体験、遊びの機会を得ることができるよう、

施設の活用や、体験活動、オンラインなどを含めた多様な場所づくりなどが求められていま

す。子どもや若者の視点を取り入れながら、子どもの居場所づくりに取り組む必要がありま

す。 
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主な取組 内容 

青少年の健全育成の推進 

地域とともに子どもたちを育み、見守りながら、子ども

たちに多様な体験機会を提供することで、子どもたちの

健全な育成に取り組みます。 

子どもの居場所づくり 

子どもや若者が安心して過ごすことができ、様々な学び

や体験、遊びの機会を得ることのできる、子どもの居場

所づくりに取り組みます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

放課後子ども教室の講座数及び参

加者数36 

780 教室/年 

6,742 人/年 

3,600 教室（5 年間累計） 

31,500 人（5 年間累計） 

 

  

 
36 講座数及び参加者数については、施設改修に伴う休館等の影響を含めた目標値。 
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基本目標６ 活力と賑わいにあふれるまち 

 

施  策１ 農林業の振興 

担い手育成や生産環境の保全、収益力の向上により、持続可能な農林業の振興を推進します。 

 

現状と課題 

・産業団地の整備などにより農地面積が減少していく中、農業収益の向上に向けて農地集積や作

業効率化など農業経営の改善に意欲のある認定農業者や新たな担い手の支援に取り組んでいく必

要があります。米・麦・大豆が主要な農作物であることから農地集積を積極的に進める農業者及

びキャベツ・バレイショ等の高収益作物への転換を図る農業者を支援していく必要があります。 

・少ない農地面積で収益の高いアスパラガスやイチゴ等の施設野菜は、専門的な知識や技術の習

得を要するため、意欲のある就農希望者に対して研修から経営安定までの支援を行っていく必要

があります。 

・農業者が農地の集積・集約や園芸団地など生産性の高い農業の実現を目指すため、地域計画の

見直しを行っていく必要があります。 

・農業者の高齢化や担い手不足が進んでいる中、農用地を維持していくために、多様な担い手の

確保や農業法人を支援していく必要があります。 

・鳥獣等や異常気象の影響による農業被害のリスクが高まっていることから、生産環境を保全す

る取り組みを行っていく必要があります。 

・本市の森林の約半分を占める私有の森林の適切な経営管理は、自然環境の保全とともに水源涵

養、災害防止において重要であることから、森林環境譲与税を活用した森林経営管理制度を推進

していく必要があります。 

   



55 

 

 

主な取組 内容 

農業経営の改善に意欲のある農業

者への支援 

農地面積が減少していく中、収益の高い露地野菜や施設

野菜などの作付けに取り組む農業者を支援します。 

森林の適切な経営管理の推進 
森林所有者自らが森林の経営管理ができない森林につい

て、森林環境譲与税を活用して、森林整備を推進します。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

露地野菜・施設野菜の面積 110ha 140ha 

森林環境譲与税を活用した間伐の

面積 
10ha 70ha 
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基本目標６ 活力と賑わいにあふれるまち 

 

施  策２ 商工業の振興 

市内で活動する商工業者が、健全かつ活発に企業活動を行えるよう、地域産業の活性化を推

進します。 

 

現状と課題 

・本市は、九州の交通の要衝である特性を活かし、市制施行以来、積極的に企業誘致に取り組

んでいます。しかし、企業立地が堅調に推移してきた一方で、その受皿となる産業用地やオ

フィススペースが不足しており、また、既に市内に立地する企業の建替や再投資に伴う市外

への流出防止も重要な課題となっています。企業の進出や再投資の時期を逃さないよう、産

業団地やオフィススペースの整備及び検討に加え、市内企業の再投資における支援の拡充や

増設の促進など、現状に合った支援策を講じていく必要があります。 

・働き方改革の推進や新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を契機に、多くの企業でテレ

ワークや時差通勤が導入されるなど、労働者をとりまく環境は変化してきています。また、

労働力不足も顕在化してきており、社会構造が変化する中で、多様な人材が活躍できる就業

機会を確保していく必要があります。 

・本市では、創業しやすい環境をつくるため、鳥栖市産業支援相談室を開設しており、今後も

引き続き創業支援に取り組んでいくとともに、安定して事業を継続していくためのアフター

フォローも充実させていく必要があります。また、地場企業が健全に経営できるよう、小口

資金融資※ や経営指導などの支援を行っていますが、社会情勢の影響を大きく受けやすいた

め、景況に応じた適切な措置を講じていく必要があります。 

・市民の買い物などに係るニーズは変化しており、魅力ある商店街となるよう、開催されるイ

ベントが「一過性の集客」から「各店舗を知ってもらう機会づくり」につながっていくよう

に関係機関と連携していく必要があります。 
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主な取組 内容 

企業誘致の推進 

雇用の受皿となる産業団地の整備・検討や企業ニーズを

踏まえた再投資・増設に対する支援など、企業誘致の推

進に取り組みます。 

多様な就業機会の確保 

働き方改革の推進や労働力不足の顕在化に対応するた

め、関係機関と連携しながら多様な就業機会の確保に取

り組みます。 

創業と経営基盤強化への支援の充

実 

市内で創業しやすい環境をつくるとともに、創業者への

アフターフォローの充実に取り組みます。また、金融機

関等との連携による融資制度の充実、経営革新や人材の

育成に対する必要な支援を行います。 

中心商店街の活性化 

多様化する消費形態やニーズに対応するため、商店街、

商工団体、行政等で連携しながらその方向性を検討しま

す。また、各種イベントの支援や商店街における情報発

信等の支援に引き続き取り組みます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

立地企業の新規雇用者数37 710 人 1,420 人 

進出協定件数 216 社 222 社 

中心商店街の空き店舗比率38 9.7％ 8.0％ 

創業支援件数 264 件/年 1,500 件（5年間累計） 

中小企業者への小口融資件数 58件/年 100 件/年 

 

  

 
37 令和元年度からの累計人数 

38 空き店舗数÷調査全店舗数×100 ※中心商店街（本通筋商店街、大正町商店街、駅西商店街） 
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基本目標６ 活力と賑わいにあふれるまち 

 

施  策３ 観光の振興 

地域資源を生かした観光スタイルの確立と効果的な情報発信を推進することで、交流人口の

拡大につなげます。 

 

現状と課題 

・鳥栖プレミアム・アウトレットという大規模集客施設や、中冨記念くすり博物館・佐賀競馬

場といった九州域内で唯一無二の施設を有しています。本市の地理的優位性を活かし、また

これらの目玉となりうる施設を核として本市へ長く滞在いただけるよう、工夫が必要です。 

・あらゆる世代を惹きつけ楽しめる魅力あるイベントの開催支援や、大規模なスポーツ大会の

誘致など、まちを盛り上げる多彩な催事を増やすことにより、さらなる交流人口の拡大を目

指す必要があります。 
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主な取組 内容 

観光資源・観光基盤の整備 

時代の変化による観光ニーズの変化にも対応する観光資

源を整備します。また、観光地として魅力を向上させる

ためにも、必要な観光資源の基盤整備と運営管理に取り

組みます。 

観光スタイルの確立と観光情報発

信の推進 

核となる施設を中心に市内を回遊してもらえるようコー

スの充実を図ります。また、時代に柔軟に対応した情報

発信に取り組みます。 

交流人口の拡大 

誰もが集いやすい市の特性を活かし、さらなる交流人口

の拡大を目指すため、魅力あるイベントの開催支援や、

大規模なスポーツ大会の誘致などに取り組みます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

観光施設・イベント等の集客数 

（括弧書きは民間の観光施設を除

いた集客数） 

5,183,996 人/年 

(803,677 人/年) 

7,000,000 人/年 

（980,000 人/年） 

九州大会規模以上のイベント開催

件数 
5 件/年 12件/年 
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基本目標６ 活力と賑わいにあふれるまち 

 

施  策４ スポーツの振興 

市民一人ひとりが身近なところでスポーツに親しめる環境づくりを推進します。 

 

現状と課題 

・スポーツには、「する」スポーツ、「見る」スポーツ、「支える」スポーツと、多様な関わり方

があり、日々の生活に活力と潤いを与えてくれるスポーツの持つ力は、まちづくりにおいて

もその重要性が増しているところです。各々の関心、適性、ライフステージ等に応じて、ス

ポーツ活動に取り組んだり、本市をホームタウンとするサガン鳥栖や SAGA 久光スプリング

スのプロスポーツをはじめとして、日常的にスポーツを観戦したり、支援したりする機会の

充実に取り組んでいく必要があります。 

・市民が気軽に運動に取り組み、子どもが思い切り体を動かせる場所など、いつでもスポーツ

に親しめる環境の充実に取り組む必要があります。 
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主な取組 内容 

スポーツの振興「する」、「見る」、

「支える」の充実 

生涯スポーツの普及や健康・体力づくり、各種スポーツ

イベントの開催や市のシンボルとなるプロスポーツチー

ムの支援など、いつでもスポーツに親しめる機会の充実

に取り組みます。 

また、体育施設の安全性、利便性、機能性の向上と関係機

関と連携した各種スポーツ団体の担い手育成・確保に取

り組みます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

体育施設利用者数39 608,735 人/年 

（412,911 人/年） 

710,000 人/年 

（430,000 人/年） 

  

 
39 体育施設にはサロンパスⓇアリーナを含む。 
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基本目標６ 活力と賑わいにあふれるまち 

 

施  策５ 文化芸術の振興 

市民一人ひとりが身近なところで優れた文化芸術活動に親しめる環境づくりと文化芸術活動

の支援を推進します。 

 

現状と課題 

・優れた文化芸術に触れることは、豊かな感性と新たな創造性を育むことにつながるとともに、

心豊かで健やかな生活の礎にもなります。改めて、文化芸術の重要性が再認識される中、市

民が身近なところで文化芸術に親しめる機会の創出に取り組んでいく必要があります。 

・市内の文化活動団体においては担い手の高齢化が進んでおり、文化芸術の継承のためにも、

若い世代の育成に取り組んでいく必要があります。 
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主な取組 内容 

文化芸術活動の振興と担い手育成 

魅力ある演劇や音楽等の招致、アウトリーチ（訪問演奏

等）などにより優れた文化芸術に触れる機会の創出と文

化施設の安全性、利便性、機能性の向上に取り組みます。 

 

 

指標 

項目 現状（令和６年度） 目標（令和１２年度） 

アウトリーチ実施回数 42回/年 50回/年 

文化施設利用者数 75,124 人/年  76,000 人/年  
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６．基本目標を推進するにあたっての考え方 

①協働のまちづくり 

 

方 向 性 

 「私たちの好きなまちは私たちでつくろう」を合言葉に本市に関わるあらゆる人々がお互いを

理解・尊重し、まちづくりの担い手として、まちづくりを進めます。 

 まちにかかわる市民がそれぞれ考え、実践し、知恵を出し合い、共に汗をかき、それぞれの役

割を果たしながらまちづくりを進めるために、幅広い市民ニーズを的確に把握するとともに、

多様な主体が互いに協力しながらまちづくりに関わることができる環境づくりを推進します。 

 

現状と課題 

・まちづくり推進協議会が中心となり、各地区のまちづくり推進センターを拠点として、地域

の課題に応じた様々な活動を展開し、地域の一体感や世代を超えた住民同士の交流が少しず

つ深まってきています。一方で、多種多様化する幅広い住民ニーズを把握し、対応していく

ためには、行政と市民や地域との連携が重要であり、それぞれの役割を明確化するとともに、

市民の方々が行政の取組をはじめとした各種情報を共有できる環境づくりに取り組み、行政

サービスや行政施策に対する意見や提案を行う機会を一層充実させることも必要となって

います。 

・市民活動団体数の増加や市民協働・活動に対する市民意識の高まりは見られるものの、まち

づくり推進協議会をはじめ、地域を支える団体や組織では、担い手の固定化や高齢化が進ん

でおり、今後も担い手や人材不足が懸念されます。市は、市と市民活動団体や関係団体間の

ネットワークをさらに深めていくために、今後も引き続き相互の連携の強化を図り、市民活

動団体等が継続して活動することができる環境を整えていく必要があります。 
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具体的な考え方 内容 

行政情報の共有化と市民の声

を聴く機会の充実 

行政情報を分かりやすく、的確に発信するために、市報や HP、

SNS などの様々な媒体を活用して広報活動に取り組みます。発

信にあたり、より多くの市民に市政に関心を持ってもらえるよ

う工夫します。 

また、市民のニーズ等を幅広く把握し、その市政への反映に努

めるため、意見・提案を寄せることのできる機会の充実に取り

組みます。 

市民協働のまちづくりの推進 

地域課題の解決により主体的なまちづくり活動の推進に向け

て、まちづくり推進協議会と更なる連携を図っていきます。ま

た、市民相互・市民と行政との協働によるまちづくりの推進の

ため、市民活動団体等の育成・支援の拠点となるとす市民活動

センターと連携し、市民活動の活性化に取り組みます。 
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②効果的・効率的な行政運営の推進 

 

方 向 性 

社会環境の変化に柔軟に対応し、効果的・効率的な行政運営を推進します。また、職員一人ひ

とりが高い倫理観を持ち、社会的責任を自覚した行動を実践し、質の高い行政サービスの提供

を行っていきます。 

 

現状と課題 

・労働者人口の減少に伴い、人的リソースが不足していくなかで、業務の自動化需要に対応し

ていくことが求められています。 

・多様化する市民ニーズなどへの対応は、分野横断的な課題となることが多く、それらに対し

て柔軟に対応できる行政運営の確立が求められています。 

・デジタル技術の飛躍的な発展は、企業活動のみならず、行政や教育、市民生活にまで影響を

与えており、本市においてもデジタル技術を活用することで、行政サービスの向上、教育環

境の充実、行政運営の効率化などに継続して取り組んでいく必要があります。 

・市民の生活圏や経済圏は市町村の行政区域を越えており、様々な分野において、効率的な行

政運営の面からも広域的な行政間での連携が重要になっています。 

 

具体的な考え方 内容 

行政改革の推進 

民間活力等を活用するとともに、組織の活性化、人材の

確保・育成、各施策の分析と検証を行うことで、より効

率的・効果的な行政運営を推進し、及び引き続き情報公

開に取り組むことで、社会環境の変化に対し柔軟に対応

できる行政運営を構築します。 

デジタル技術を活用した行政サー

ビス等の向上 

デジタル技術を活用することで行政サービスの向上と行

政運営の効率化に取り組みます。 

広域連携の推進 

行政境を越えた住民同士が様々な分野で交流を図るとと

もに、広域的な連携を進めることで、相互にとって効果

的・効率的な行政運営に取り組みます。 
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③持続可能な財政運営の推進 

 

方 向 性 

将来にわたって持続可能な財政運営を推進します。 

 

現状と課題 

・少子高齢化等の進行による社会保障関係経費の増大、頻発化・激甚化する豪雨等による自然

災害に加え、公共施設等の社会基盤施設の老朽化など多様化する行政需要や社会環境の変化

に対応するためには、将来を見据え、安定した財政基盤を確立し、財政の健全性を維持して

いく必要があります。 

 

具体的な考え方 内容 

適正な財政運営の推進 

多様化する行政需要と社会環境の変化などに対応しつ

つ、次代に過度の負担を強いることがないよう、財政負

担の平準化や地方債の適正管理に取り組みます 

安定した財源の確保と財産の適正

管理 

目的や使途の周知・理解を踏まえて市税の収納率向上に

取り組みます。また、自主財源の確保の検討、公有財産の

適正管理と有効活用を図ります。 

公共施設等総合管理計画の推進 

公共施設等総合管理計画に基づき、長期的な視点に立っ

て、公共施設等の更新・長寿命化などを計画的に行うこ

とで、財政負担を平準化・軽減するとともに、公共施設等

の最適な配置に取り組みます。 
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５．土地利用計画 

鳥栖市の将来都市像「住みたいまち、活躍できるまち、選ばれるまち 鳥栖-“鳥栖スタイル”

の深化」の実現に向け、将来の望ましい都市像を明確にするため、土地利用計画を定めます。 

土地利用計画は、鳥栖市都市計画マスタープラン、鳥栖市農業振興地域整備計画の上位計画と

し、自然環境や都市基盤の整備状況等を総合的に考慮し、均衡と調和のとれた将来の土地利用の

ゾーニングを示すものです。 

 

【土地利用に関する方針】 

 

環境保全 
ゾーン 

 河内防災ダムや御手洗の滝、九千部山等の豊かな自然環境を保全するとともに、勝

尾城筑紫氏遺跡等の歴史的資源を活かし、市民の憩いの場の充実に努めます。 
 また、山林が有する良好な景観の形成、急傾斜地等における土砂災害の防止、水源

涵養等の多様な公益的機能の維持・向上に努めます。 

 

 

 

市街地 
ゾーン 

 整備された都市基盤を活かし、地域特性に応じた良好な住宅地や、にぎわい・観光・

広域交流の拠点となる商業地、交通利便性を活かした工業地の形成に努めます。 
 また、拠点性の高さを活かした都市的土地利用への転換を図り、便利で快適な魅力

ある新市街地の形成を目指します。 

 

 

 

農業振興

ゾーン 

 優良農地の公益的機能と環境空間を保全するとともに、産業として安定した農業経

営を実現するため、高収益作物の作付面積の拡大を行うことで農業振興を目指しま

す。 

 

 

 

 

  



69 

 

 

 

 

土地利用計画図は、市としての土地利用の考え方や方向性を示すものであり、関係法令等に基

づく土地利用規制について、新たな規制や緩和を行うものではありません。 


